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ｂＪ年度下期

　

通院交通費

　

・受給申請書の提出

　

昭和ｏ１年度下期分の通院交通費をま尨し

ますので。該当者は申請書に必要事項を記ﾇ、

の上、各病院の幹事さんに４月１０日まで葵

出して下さい、

１

　

受給該当者

　

１釧路市内に居住し、かつ住民台帳に記載

されていろもの。

　

乙釧路市内力病院に通院透析をしているも

ｙｊ．．

　

･ｌ生活保護の適用を受けているものは除く。

２

　

支給期間

　　

自

　

昭和６１年１０月

　

１日

　　

至

　

昭和ｂ２年

　

３月３１日

　　

上記期間には、入院または釧路以外での

透析期間は除きます。

３

　

記入事項（受給者が記入する欄;ヽ

　

①日付・住所一通院者の氏名・認印｡

　

②通院透析の病院名。

　

③自宅から病院までのバス乗車区間（発･

着の停留所名〉

　　

く路線は経済的な経路を選定すること）

　

④バスの片道科金……身障手帳による5割

引となった料金を記入して下さい。１０円未

満の端数は４捨５入して１０円単位にして下

さい、

　

⑤通院回数・申請金額の欄は記入しないで

下さい。

４

　

提出期限は４月１０日を厳守すること。

期日まで提出しないときは放棄したものと見

なします。

５

　

支給日……５月１７日（総会の日）

冊各病院の幹事さんへお願い

　

①申請書の内容を確認して下さい。

　　

(バス区間・科金)

　

②病院の証明欄をもらって下さい｡

　

③上田には４月１５日まで届けて下さい。

釦ll阿１会命忿ぶご

交通費の支給日程

　

例年のような彼岸荒れもなく．雪も解け北

海道にもいよいよ春がやってくる季節となり、

総会の時期となりました．

　

そこで、総会日程をお知らせしますので、

その日を都合しておき、皆さんが総会に参加

されるようお願いします、

･．釧腎会総会及び通院交通費の支給

　　

日

　

時

　

昭和62年ｙ月17日

　

１０時より

　　

場

　

所

　

ＪＲ北海道（旧国鉄）

　　　　　　

ぬさまい荘

総会にともなう役員会

日

　

時

　

昭和６２年４月２弓日・２６日

　　　　

時間・場所は未定

通院交通費の支給申請書の提出期限

昭和６２年４月１０日まで会長に届くよ

うにすること。

１）



通院交通費のアンケート調査結果

先般夷施した、通院交通費のアンケート結果が出ましたので報告します。

病院名

立
田
赤
立

市
林
日
協

　

計

比率

①の回答

　

19名

　　

７名

　　

３名

　　

3名

　

３２名

　

５８％

②の回答

　　

5名

　　

５名

　　

3名

　　

４名

　

１７名

　

31％

③の回答

　　

２名

　　

３名

　　

１名

　　

Ｏ名

　　

６名

　

１１％

　

計

２６名

15名

　

7名

　

７名

55名

市内会員

　

４２名

　

30名

　

１４名

　　　

9名

　

95名

回収率

６２％

５０％

５０％

７８％

５８％

参考

　

ふとは、腎友会の活動によって支給されるようになった交通費であり、公平を欠くので

支給するのは会員だけにするべきだ。

　　　

②とは、腎友会に会費を納めていない非会員にも今まで通り支給すべきだ、

　　　

③とは、どうしたらよいかわからない。

　

この調杢のなかで。腎友会に対する要望一

意見が次の通でありました。それぞれ腎友会

としての考え方を記載してみましたので1賓討

して下さい。

市立病院分の中から

回答を①とした方より

１

　

別に私は意見とか要望とかはありません。

腎友会は病人の会であり、役員の方々のご苦

労を思うと、只々感謝するのみです。これか

らも頑張って下さい。

回笞心温まるお言葉をいただき大変有難う

ございます。腎友会は入会を強制する会では

ありませんし。あくまで任意の会であります。

会員皆さんの励まし、そして会員が出来る範

囲での協力により運営できるものとおもいま

づ≒今後とも宜しくお顧いいたします。

２ １
Ｉ

前

交通費は役員が交渉して得たもの

である。しかも支給のため、専従職員を置く

ことは出来ないので、腎友会に一括支給して

会より会員に渡す、との説明があったことか

ら、会員に支給するのがよい。

　

会員に支給する場合、支給証明・印鑑。冠

婚とか代理とか条件があるが、会に協力しな

いものには、あまいようなのは会員として協

力しているものから考えると納得できかねる。

回答

　

お説のとおり、この交通費は、腎友会

役員が何年もかかって市役所と折衝し実現さ

せたものであり、市役所の方ですすんで制度

化したものではありません。腎友会々員のバ

ックアップのもと、腎友会活動の結果、市役

所から腎友会に対して助成されるようになり

ました。

　

その支給方法等については、腎友会が支給

条件・方法などの支給規則を作り、市役所担

当課の承認を得て実施しているものです。支

給規則を作成するときに、会員・非会員に付

いての項目を入れていなかったことが、今回

（２）



の問題の発生源と思います。

３

　

腎友会役員の皆様方ご苦労さまでござい

ます。

　

釧路腎友会々費の請求書の配布は充分確認

の上、請求書を出すべきと思われます。釧路

腎友会の会則などの整備及び会員に徹底させ、

途中会員の皆様によく説明をする必要がある

と思われます。

回答

　

これは、会費の既納入者に対して納入

請求書を発行してしまったという事だと思い

ます。このような事に対しては、今後､病院

の役員と会計担当とが充分確認してから発行

するよう努めます。

　

新しい患者さんに対する腎友会に間する説

明などについては、各病院の役員の方々にお

願いしてありますが、腎友会としての統一し

た説明となっているわけではなく、今後、「

入会のしおりｊなどの作成を早急に行い、腎

友会に対する理解をしてもらう資科としたい

と思います。

４

　

今後、医療関係が厳しくなると思jつれま

すので、会員でない人にアンケートを出して

一人でも多く会に入るように進めてほしい。

回答

　

１でも書きましたが、腎友会はあくま

で自由意志で入会する会であります。しかし、

お説のとおり、ある時期で非会員の入会促進

を働きかけてみたいと思

　

います。

回答を②とした方より

５

　

①の様な考え方によると、エゴ会員のエ

ゴ団体になるだけ。注意した方がよいと思わ

れます。

回答お忠告有難うございます。全員ヵζ会員

になっていただけれるよう努めた時期もあり

ますが、人それぞれの考え方が異り、自から

腎友会を脱会した状況にあります。あまりし

つこく勧誘するのはどの様なものですか。

６

　

みんなが会員になり、交通費を受け、会

費に回してもらうと一番良いのですが。会に

入会していると間題はないのですけど。

７

　

腎友会に加入していない方に積極的に加

入を進めた方がよいと思う．

回答を③とした方より

８

　

非会員に対して腎友会に加入するよう極

力勧誘したら良いと思う。

６・７・８の回答

　

今までも全員加入を目標に活動してきまし

たが、新規の患者以外は具体的な行動を起こ

したことはありません、一度入会していて、

脱会したという人は、やはりそれ相当の考え

方があって脱会したのでしょうから、強引に

説得しても無理ではないでしょうか。

　

また、脱会者を説得しなければ入会出来な

いとなれば、少し間題があるのではないでし

ょうか。

　

しかし、４でも書きましたように、非会員

にある時期で入会についての勧誘をしたいと

思います。

９

　

非会員に支給するか否かを会員に同う前

に、支給規則ではどうなっているのですか。

毎年、交通費の支給時期になりますと、トラ

ブルが生じて不快な思いをしますが、その都

度、規則だからといって処理しているようで

すが、その通院交通費の支給規則と云うもの

は一度もみたことがありません。従って、会

員もよく承知していないと思います。

　

通院交通費の支給規則があるとすれば、そ

の内容は非常に不備なために、諸問題に対応

（３）



しきれなくなっているのだと思います｡規則

の改正にあたっては、腎友会が一方的に押し

進めるのでなく、市当局ともよく話し合って

善処されるよう要望します。

回答

　

支給規則については、今までにも何回

か印刷して会員の皆さんにお渡ししています

が、昨年発行した１０周年記念誌に掲載して

ありますのでそれを見て下さい。

　

この支給規則は、会員に支給するために腎

友会独自で作成し、市役所より承認を得て実

施しているものであり、市役所にもこの規則

●

　

を提出していることをご承知おき願います。

　　　

また、内容的に不備な点がありましたら、会

員皆さんのご意見により改正することも可能

なのであります。改正する場合、当然市当局

とも話合いをして行うことは承知しておりま

すので、お安心下さい。

　

ただここで承知しておいて頂きたいのは、

交通費申諭時の所要交通費を算出する場合iま、

各会員の自宅から病院までのr経済的な経路j

を選択して所要交通費を算出しますので、お

理解下さい。

協立病院分の中から

回答を①とした方より

　　　

ｒJ育こVi/t_ ＼^l'^Ji《7｀ノ●

　

10

　

役員の皆様には心から感謝しております。

有難うございます。

11

　

交通費は腎友会を窓口に、腎患者に支給

されているものと考えます。これが事実なら、

ごうした意味を理解してもらうべきものと考

えます。従って。アンケートで集約すべき内

容のことがらでないと考えます。

　

釧腎会の年間活動計画と予算書、会則を見

せてもらいたいです。

回答

　

これまでも２・９で説明した通りです

ので御理解出来たと思います。

　

活動計画とか予算書は、毎年総会前に会員

の皆さん全員に配布してありますので、それ

を見て下さい。部数を余分に作っておりませ

んので。会員の皆さんは大事に保管されるよ

うお願いいたします。

　

また、会則については。ここに掲載しても

良いのですが、紙面の関係もありますので詐

年発行しました１０周年記念誌に掲載してあ

りますので、それを見て下さい。

　

腎友会では、必要なものは会員皆さんに渡

してありますので、その保管を充分にして頂

きたいと思います、

（４）



　　

鮪連

　

第１４回全道集会の概要

　

北海道難病連の昭和６２年度事業として、８月８日と９日の両日･、当地釧路の公民館を主会

場に、全道集会が開催されます。その概要をお知らせし、会員皆さんの参加協力をお願いしま

す。

１

　

名

　

称

　　

第１４回難病患者・障害者と家族の

　　

全道集会（釧路大会）

２

　

主

　

催

　　

財団法人北海道難病連

　　

現地共催

　

難病連釧路支部及び釧根５支

　　

部（阿寒・標茶弟子屈・厚岸浜中・根室

　　

・奥根室の各支部）

３

　

後

　

援

　　

今後、各関係機関にご依頼予定

４

　

日

　

的

　　

難病患者・障害者と家族の抱えている困

　　

難を社会に啓・し、難病間題に対する地

　　

域住民の理解と連帯を高め、もって、地

　　

域の医療と福祉の向上を図ることを目的

　　

とする、また、あわせて日頃の闘病と看

　　

病の労をねぎらい、患者・家族間の励ま

　　

しあいと交流の機会を提供する。

５

　

メインスローガン

　　

r福祉宣言都市・釧路に輝く仲間の明日ｊ

６

　

実行体制

　　

実行委員会は北海道難病連理事会とし、

　　

難連事務局全員がシフトをしき、業務を

　　

分担する。

　　

現地実行委員会は釧路支部を中心に。道

　　

東５支部による支援体制をしき、関係機

　　

関及び団体・個人にボランティアとして

　　

実行委員会に参加を求める。

　　

釧腎会としての役員、

　　　

現地実行委員長（理事）上田

　　

弘

　　　

事務局

　　　　　

水沢

　

秀一

　　　

委

　　

員

　　　　　

橋本

　

巌

　　　　　

”

　　　　　　　

長岡

　

久雄

　　　　　

”

　　　　　　　

金井

　

英雄

　　　　　

”

　　　　　　　

波佐谷純考

　

の各氏が参加されております。

７ 日

　

程

８月８日…歓迎レセプション

　　　　　　

オリエンタルホテル

８月９日…各疾病別分科会

　　　　　　

公民館ほか

　　　　　

全休集会…公民館

　　　　　

市内観光…湿原展望台

分科会には会員の皆さんの参加をお願い

するわけですが、学習会・相談会などを

検討したいと思います。

８

　

旅行スケジュール

　　

ＪＲ北海道（旧国鉄）の特別列車を仕立

　　

てる。

９

　

参加推定数

　　

全体で約６００名（内・子供８０名）

　　

関係分

　　　

支部別では道東６支部で２００名以上

　　　

疾病部会別では道腎協で５０名以上

　　

なお、函館から参加希望者があり、現地

　　

透析の要請があります｡

10

　

記念講演

　　

釧路の文壇協・荒沢勝太郎氏を予定’｡て

　　

いる。

11

　

宿

　

泊

　　

パシフィクホテル……１７０名

　　

オリエンタルホテル…

　

７１名

　　

東

　

急

　

イ

　

ン

　

……１３０名

　　

ホテルサンルート……

　

９０名

　　　　　

計

　　　　　　

４６１名

12

　

費

　

用

　　

当日だけの参加者は。資科･･弁当代とし

　　

て５００円～1000円の負担があり、

　　

釧腎会としてその支出方法を今後検討し

　　

たい。

（５）



c
r
｡

１
－
ふ 医療班

旅行中及び全日程に於て、参加者の安全

を確保するためにも医療班（旅行中の医

療班と現地医療班は別な人で組織）が置

かれる｡

14

　

予

　

算

　　

当集会に関する予算は、総額15550千円と

　　

なっています。

　　

自治休からの補助金

ｒ
ノ１

１

　

釧

　

路

　

市

　

釧路管内町村会

が決定しています。

協賛広告

２

２

００千円

００千円

　　

大会費用を作り出すため、協賛広告を集

　　

めます。それぞれ協賛広告を集めた団体

　　

に２０％が還元されます。

　　

協賛広告について、会員皆さんの協力を

　　

お願いいたします。

16

　

現地実行委員会の主な業務

　　

①、本部との連絡

　　

②、市町付、支庁、保健所、との連絡

　　

③、現地でのPR

　　

④、ボランティアの掌握

　　

⑤、協賛広告・寄付集め

　　

⑤、現地マスコミとの連絡

　　

⑦、アトラクション・記念講演講師の推

　　　　

薦

　　

⑧、参加者動員

以上が、全道集会の概要であり、今後．

会員の皆さんには必要な時点で協力要請

をしますので、宜しくお願いします．

難病連丿里？13:と々gll借1

　　　

命忿極々日不呈

　

３月１４日、難病センターで今年度最後の

理事会が開催されまし､た。

　

岩崎代表理事の挨拶でば

１

　

部会配分金案が出来たので、各都会の協

力を願うこと。

２

　

チャリテーベザーを実施して、大変好評

であり、売上も増加したこと。

３

　

職員のベースアップは今年も見送りとし

たこと……道庁からはベースアップする予算

が増額されるが、自己財源不足のため見送り。

４

　

全道集会が釧路で開催されるので、各部

会・支部では多くの参加者を送り込める体制

をつくってほしいこと

　

などを話され、審議に入りました。

　

また、難病連の総会は４月１８日～１９日

の２日間にわたり、札幌市の難病センターで

開催ぐ代議員制）されます、釧腎会の皆さん

で、参加を希望される方がいましたら、会長

宛お知らせ下さい。

（６）



難病連一道東６支部研修会

仝遵集会第２回現地実行委員会開催

　

道東６支部研修会は、２月２８日～３月１

日の両日、厚岸町において開催され、最近の

医療・福祉情勢など学習されました。

　

この中で、

・老人保健法と老人福祉法の基本的理念で

の違いが、お年寄りに対する考え方が大きく

変わっていること……老人福祉法ではr社会

の進展に寄与j、老人保健法では？自助と連

帯にもとずきｊとなっている。

・

　

困民の総医療費が１８兆円を越えたこと

と同時に、中央く厚生省）と北海道では金銭

的感覚が違うこと……2ヽ-3万円の負担はな

んでもないでしょう、と平気で云われる。

　　

公費負担制度ぱお金がないために実現さ

せたのに、自己負担の導入と、特定疾患患者

の公費負担の後退をはかり。難病患者に影響

がくるのが心配であること。

　　

大蔵省は特定疾患の医療費に所得制限を

導入しようとしたが、厚生省は反対したこと、

釧腎会幹事会開催

　

３月２８日、林田クリニックにおいて釧腎

会の幹事会が開催され、次の各事項について

討議されました。

１

２

3

-4

－
つ

募金箱の取扱について

６２年度総会にむけて･

日程・役員体制について

難病連全道集会の参加体制について

通院交通費のアンケーフ･結果について

会費（道腎協）の値上げについて

　　

健康権（福祉を受ける権利も）が犯され

てきているのではないか（福祉の対象者を法

的に減らす動きがある）。

・

　

政府でいうr公平jとは……月給１０万

円の人も、月給１００万円の人も１万円を負

担するのが公平……ということであり、比率

的に同じ割合でないこと。

・

　

国の社会保証が後退されても、まだ地方

自治の福祉は前進させれる可能性があること、

　

など、考えさせられました。

　

また、全道集会の第２回現地実行委員会が。

研修会終了後、場所を釧路市の福祉会館に移

動して開催され、当釧路地方腎友会から４名

が出席しました。

　

今回は、保健所、ボランティアの方々も参

加（総数２８名）され、全道集会の概要説明

と協力要請をされました、（概要は別記事で

掲載）

６

７

機関誌の発行体制について

その他

　

以上であり、内容については、５まではこ

の機関誌に別記で掲載されています。

　

また、機関誌の発行体制については、現在

ある機関誌編集委員会の機能を発揮させろと

ともに、腎友会所有の印刷機についてし効倫

的に利用できるよう検討することにした

（７）



こ冪金箱を設置

　

透析患者が切望する腎移植の推進に役立て

るため、道腎協では昨年募金箱を作成し、各

地方腎友会に配布されました。

　

この募金箱の設置は、臓器移植の推進・普

及拡大を目指す目的にあり、募金は北海道腎

バンクとか東京女子医大の臓器移植基金に寄

付され、日本の臓器移植推進に役立てようと

考えております。

　

釧路地方腎友会に１４個の募金箱が配布さ

れ、下記のとおり設置に協力して頂きました。

　

募金箱は、黄緑色のプラスチック製で、表

釧腎会で管理している募金箱

即1 病院名 ｋ馨 設置場所

１４５ 市立 山田 第一病院恵□

１４６ 市立 金井 スナック・ビードロ

１４７ 協立l上田 北日本石油一白着席

１４８ 協立 上田 協立病院会計

１４９ 日赤 長岡 日赤膚院会計窓口

１５０ 日赤 長岡 釧路新聞社内
１５１ 労災 上田 ドライブイン・ポポ

１５２ 労災 上田 白糠営林署・売店
１４３ 林田 橋本 林田クリニヅク会計
１４４ 林田 橋＊ 喫茶・パスタ

１５５ 根室 岡田 喫茶・ジュテーム

１５６ 根室 岡田 根室市立病院会計

１５３ 厚岸 波佐谷 厚岸町立病院会計
１５４ 厚岸：波佐谷 北洋相互銀行厚岸店

面にはr臓器移植基金に協力を』と大きく書

かれ、下に取り扱い団体名（道腎協）が書か

れています。

　

もし。会員の皆さんがその募金箱を見まし

たら、進んで協力を宜しくお願いします。

　

なお中身の回収は、道腎協からの指示（年

２回位）により、各取扱責任者が責任を持っ

て回収し、回収されたお金は釧腎会事務局に

集約されます。

伊藤顧問へのご支援を

　

邁日より会員の皆様には、紹介者カードに

より伊藤武一顧問に対する支援要請をしてお

りました。皆さんの協力に対し、厚くお礼申

し上げます。

　

伊藤顧問と腎友会との関わりは、前号（第

９４号）にあるとうりで、懸案事項解決のた

めにも、釧腎会として再度道議会の場に送り

込まなければなりません。

　

現在の状況は、予定者の５人が一線に並ん

でおり、誰が落ちても不思議ではない状況の

ようです。それで、会員皆さんの更なる支持

拡大を宜しくお願いいたします。

　

とくに、今まで紹介者カードを提出されて

いる方でも。本人分のカードを提出されてい

ない会員の方がおりますので、出し忘れてい

る会員の方は早めに提出して下さるようお願

いいたします。

（８）



　　

患者の社会復帰

　

透析導入者は社会復帰が非常に難しく、ま

た、現在のような不景気な時代にはなおさら

難しいと思います。

　

そうゆう中で、協立病院の新会員であるＡ

氏（３４才）も、今まで働いていた塗装店を

辞めざるをえなくなりました。

　

Ａ氏は国民年金・厚生年金にも加入してい

なかったために障害年金の支給も受けられな

く、社会復帰を強く希望していました。

　

そこで、以前長距離トラックの運転手（２

種免許あり）をしていたので、自分はハイヤ

ーに乗れれば最高に嬉しい、ということであ

りました。

　

早速、顧問の高橋市議とも話きいを持ち、

コバトハイヤーとの接触を持てる機会を得ま

した。

　

会社の方でも透析患者を採用した経験がな

く、非常に困惑していましたが、本人の社会

復帰の希望が強いことと、透析患者に対する

理解を示すと云う観点から、ドライバーとし

て採用されたものです｡

　

運転手は大変な職業ですが、体に充分気を

付けて無事放・無違反で仕事に励んでほしい

ものです。

　

会員の皆さんもハイヤーを利用するときは、

是非利用してほしいものです。

　　

新年度の役員体制

　

総会の時期となりました。新年度の役員体

制を検討する時期でもあります。

　

そこで、現会長は１０数年続けており、他

の役員も引き受け。今年は難病達の全道集会

もあり、大変多忙になることが予想されます。

また、永年同一人物が会長を務めていると、

その会を私物化している、というような御批

判も出てこないとも限りません。そこで、こ

のへんで釧腎会の会長を交代させていただけ

ないでしょうか………。皆さんでよく検討し

てほしいと思います。

　

次に考えてほしいのは、役員の選考方法で

す。

　

従来、幹事は各病院から推薦され、会計担

当以上（会計監査も含む）は役員くで推薦者

を選定し、総会で決定していまう、

　

それで、会計担当以上を『役員会で決めるｊ

ということについて、なにか良い方法を検討

して下さい。

　

役員の立候補がいれば一番よいのですが、

それまでして引き受けて下さる方がいるでし

ょうｶゝ｡｡｡…？。

　

そこで、数年前に一度行ったことがあるの

ですが、役員の選考委員を各病院から出して

もらい、その役員選考委員（現役員以外の人

がよい）により、次期釧腎会の役員を推薦決

定する……という方法を検討しては如阿でし

･ようか‥‥‥‥‥

（９）

｜



★ご挨拶

　

梅、桃の花も終わり雲雀が春の訪れを告げております。

四国に来て一年が過ぎました。早い機会に帰る予定でおりましたが
種々の都合で帰る予定が立っておりません。そこで一応区切りとし
て三月末をもって釧腎会を退かして戴きます。

　

釧腎会創立以来、私にお寄せ戴きました皆様のご交情に対し心か
ら深く御礼申し上げます。

全腎協結成以来、先輩患者及び皆様の協力と活動によって色々な
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迦費（運腎協）の
ｲ直」:二Ｊデ

腎友会では、会員の皆さんより現在１ヶ月

ｊ００円の会費を頂いております。既にご承

1の事と思いますが、その６００円の内訳は。

全田の鳶織（全腎協）に１００円

全道の組織（道腎協）に１００円

地元の組織（餅腎会）に４００円

となっております。

上記の３組織が、それぞれ健全財政であれ

゛良いのですが、特に中途半端（人数的に）り

道腎協においては、資金不足が続いており

尾た。会員が増えることより、多種多様な

1望が出され、それに応えるためにはそれな

1の必要経費が増え、昭和６２年度の財政は

l綻状態が予測されております。

約1800名の会員から１ヶ月１００円の

1費で、年周２１６万円の会費収入に対し、

E間の必要経費が４６０万円は必要とします

りで、非常に厳しい状態であることが想像つ

；と思います。

また、道腎協では数年前よりr雇用促進協

むのT職場適用助成金jという制度を活用

。て、道腎協事務局に専従職員を配置して腎

C会業務を遂行しております。

しかし、この職場適用助成金の適用年数が

奥1められており、昨年の秋にはその適用が終

ｒし。従って、そこからの助成が無くなった

こいう実態もあります。

そこで、昭和６２年度から運腎協分の会費

が、現行１００円のところを２００円に値上

ﾃﾞされる予定（道腎協総会で決定されるので

ﾀ’が）であります。

この件について、昭和６２年度以降、釧腎

なとしてどの様な対応をすれば良いか検討し

rおります。会員の皆さんも検討下さい。

会員の動向

○新患者

・吉田，勝

・渋谷敬彦

川上郡

厚岸郡

○新会員

・馬淵タマ子・市立一昭和６２年４月より

・佐藤明美・市立・

・佐藤郷・日赤・

琴
ｎ

・吉田勝・厚岸・昭和６２年３月より

・渋谷敏彦・林田・昭和６２年４月より

○変更事項

・鈴木武夫一日赤・昭和６２年３月退会

・木戸春雄・日赤・

・浪坂正二・日赤・

Ｓ
軸

・佐熹光子・日赤・昭和６１年１２月死亡

・川村宮雄・労災・昭和６２年３月死亡

・夏堀悦郎・市立・死亡

（い）
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